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R1(1年目） R２（2年目） R３（3年目） R4（4年目） R5（5年目） R6
４月 ４月 ４月 ４月 ４月 ４月
施行

大企業
１年間の
猶予期間

中小企業
現行労働基準法適用

建設業
５年間の猶予期間

豊橋市の対応 試行件数 試行件数 試行工事 試行工事 試行工事 週休
　　・２件実施 8 件 19 件 土木、舗装工事等で 土木、舗装工事等で ２日制

前年度より増 前年度より増

建築、電気、機械等 建築、電気、機械等 建築、電気、機械等
・調査 試行実施 工事で前年より増
・要綱変更

週休２日工事の試行拡大について
○豊橋市週休２日制試行実施工事

　　１）豊橋市週休２日モデル工事試行要領が変更になりました。（市場単価の補正）
※要綱参照

　　　２）建築系工事における豊橋市週休２日モデル工事試行要領の施行
建築系の工事につきましては、今まで週休２日モデル工事を行ってきませんでしたが、令和４年５月１日
に「建築系工事における豊橋市週休２日モデル工事試行要領」を施行しました。
※要綱参照

土木系

建築系 0 0 0

週休２日制度に向けた工程表

○実施の背景
　「労働基準法」の改正、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立に伴い、建設業においても同法の
基準が適用されます。建設業については令和６年度から完全実施となり、令和５年度までは猶予期間となっています。そのため、
豊橋市では令和元年度から、週休２日制工事を試行してまいりました。今後につきましては下記により週休２日制を取り入れてい
く予定です。

改正労働
基準法

現行労働
基準法

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫
（１）・原則、月４５時間かつ年３６０時間・・・第36条第4項
　　　・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
　　　　　① 年７２０時間（月平均６０時間） ・・・第36条第5項
　　　　　② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも上回ることの出来ない上限を設定
　　　　　　a.２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内（休日出勤を含む）・・・第36条第6項第3号
　　　　　　b.単月１００時間未満（休日出勤を含む） ・・・第36条第6項第2号
　　　　　　c.原則（月４５時間）を上回る月は年６回を上限・・・第36条第5項
（２）建設業の取り扱い
　　・施行後５年間現行制度を適用・・・第139条第2項（第36条第3項、第4項、
　　　　第5項、第6項第2号、第3号は適用しない）
　　・施行後５年以降一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興については、上記（１）②a.b.は適用しないが、
　　　将来的には一般則の適用を目指す。・・・第139条第1項

2 8 19

令和５年度

前年度より増

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

発注件数の５割程度

発注件数の１割程度 前年度より増 前年度より増

令和６年度

前年度より増

・令和６年度の発注工事は全て週休２日制を目指す

（修繕工事等除く）


